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○事務局（池田） 

 それでは、ただいまから令和2年1月定例総会を開催させていただきます。 

 開会に当たりまして、会長が御挨拶申し上げます。 

○会長（德永） 

 〔挨拶を述べる〕 

○事務局（池田） 

 早速、議事に入らせていただきますが、みやま市農業委員会会議規則第６条の規定により

まして、会長が議長を務め、議事を進めてまいります。 

 それでは、会長よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 規定により、議長を務めます。皆さんの御協力をよろしくお願いします。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして進めてまいります。 

 初めに、本日の出席委員は19名で定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

 推進委員は18名の委員に出席いただいています。 

 次に、会議規則第14条第２項に定める議事録署名委員の指名についてですが、本日は、議

席番号11番嶋芙沙子委員、同じく12番木下正信委員にお願いします。 

 また、本日の会議書記には事務局職員の相地智輝君を指名いたします。 

 議事に入らせていただきます前にお断りしておきます。 

 総会において委員が発言される場合は、議長の許可を受けた後、議席番号と氏名を言って

から発言されるようにお願いします。また、個人情報保護の観点から、発言においては個人

名等の固有名詞は避けていただきますようお願いいたします。 

 なお、発言中に個人名等が出た場合は、職権にて削除させていただきますので御了承願い

ます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議案第33号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局は、整理番号１番について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 整理番号１番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、交換となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○21番（田中） 

 12月24日、現地確認をしましたが、地元推進委員としては問題ないと思われますので、皆

様の御審議の方よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号１番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号１番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号２番について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 整理番号２番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、贈与となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○28番（上原） 

 ここはキウイフルーツの園地でありまして、昨年まで別の方が借りてしてあったんですけ

ど、高齢と病気ということで返されましたけど、譲渡人は農家ではありませんし、これから

もされる予定はありませんので、親戚に当たる譲受人に農業をしてくれということで贈与さ

れたものであります。地元委員としては問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお

願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号２番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号２番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号３番について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 整理番号３番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、売買となっております。平成24年の非農地通知により農地外となって

いる筆がありますが、今後農地として管理していくとのことで、今回の申請に至っておりま

す。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○30番（柿原） 

 申請人については、もともとミカンの専業農家でありましたけれども、子供さんたちが跡

を継がずに近隣の市町村に住まわれています。そういうことで、ミカン園については荒れ地

状態というところが今の現状でございます。 

 譲受人については、現在は勤めてありますが、まだ52歳ということで、退職にはまだちょ

っと年数がありますが、勤めをやめてミカンづくりをやりたいということで、今回の申請に

なっておるところでございます。地元委員としては別段問題ないと思いますので、皆さん方

の御審議方よろしくお願いします。 



○議長（德永） 

 ただいま整理番号３番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号３番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号４番について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 整理番号４番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、贈与となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○32番（河野） 

 申請書を見たところ贈与ということで、一括贈与で親と子の関係でございまして、現在一

緒に農業をされております。法人の構成員でもありますし、地元委員としては何ら問題ない

と判断しておりますので、皆様方の御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号４番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号４番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号５番について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 整理番号５番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、使用貸借となっております。この案件は、経営移譲年金受給のための

親子間での契約であり、期間延長が可能な農地法３条の申請となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○38番（末吉） 

 ここは親子間ということで、地元委員としては何ら問題ないと思いますので、よろしくお

願いします。 



○議長（德永） 

 ただいま整理番号５番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号５番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 次に、整理番号６番と７番は関連がありますので、一括して審議を行いたいと思います。 

 事務局は、整理番号６番及び７番について説明してください。 

○事務局（相地） 

 整理番号６番、７番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書の

とおりです。移動の理由は、使用貸借及び賃貸借となっております。この案件は、申請地が

市街化区域の農地であり、経営基盤強化促進法での申請ができないため農地法３条での申請

となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○39番（岩屋） 

 書類などを拝見しましたが、何ら問題ないと思います。皆さん御審議よろしくお願いいた

します。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号６番及び７番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けし

ます。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第33号、整理番号６番及び７番を原案どおり許可するこ

とに決定いたします。 

 次に、議案第34号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局は、整理番号１番について説明してください。 

○事務局（相地） 

 整理番号１番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 資料８ページをごらんください。農地の広がりが10ヘクタール以上の第一種農地に貸資材

置場を建設するために転用するものです。農地転用不許可の例外「既存敷地の拡張」を適用

しております。 

 資料９ページをごらんください。東は畑、西は宅地、北は道路、南は水路に面しており、



隣接農地アンケートの結果、了承済みです。 

 水利関係は、地元行政区長及び水利関係役員から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水については、自然流下します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○22番（森） 

 7日に地元委員と関係委員と現地を確認いたしましたが、何ら問題はないと思われますの

で、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 7日に現地と申請書を確認しております。事務局からもありましたように第一種農地なわ

けですけれども、先に農振地除外をしてあり、敷地の拡張ということで農地委員会としては

問題ないというふうに考えております。皆さんの御審議をよろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号１番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第34号、整理番号１番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号２番について説明してください。 

○事務局（相地） 

 整理番号２番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 資料10ページをごらんください。みやま市都市計画における用途区域の第三種農地に居宅

を建築するために転用するものです。 

 資料11ページをごらんください。東は宅地及び畑、西は道路、北は畑、南は畑に面してお

り、隣接農地アンケートの結果、了承済みです。 

 水利関係は、地元行政区長及び水利関係役員から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水については、自然流下します。 

 生活雑排水については、汚水管を通してみやま市下水へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○22番（森） 

 これも7日に地元委員と農地委員と確認いたしましたが、何ら問題はないだろうというこ

とでございましたので、審議のほどよろしくお願いします。この方は娘婿さんだそうです。

よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 



○農地委員（加藤） 

 これも7日に現地と申請書を確認しております。農地委員会としては問題ないというふう

に考えております。皆さんの御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号２番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第34号、整理番号２番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 続きまして、事務局は、整理番号３番について説明してください。 

○事務局（相地） 

 整理番号３番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 資料12ページをごらんください。みやま市都市計画における用途区域の第三種農地に工場

及び車両置場を建設するために転用するものです。 

 資料13ページをごらんください。東は宅地及び道路、西は水路及び道路、北は宅地、南は

宅地に面しており、隣接農地アンケートはありません。 

 水利関係は、地元行政区長及び水利関係役員から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水については、溜桝を設置し周辺水路へ放流します。 

 雑排水については、油水分離槽を設置し東側水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○22番（森） 

 これも1月7日に地元委員と農地委員で確認いたしましたが、何ら問題はないだろうという

ことでございますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも7日に現地と申請書の確認をしております。農地委員会としては問題ないというふ

うに考えております。皆さんの御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号３番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第34号、整理番号３番を原案どおり承認することに決定



いたします。 

 次に、議案第35号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の決

定についてを議題とします。 

 事務局は、議案第35号について説明をしてください。 

○事務局（相地） 

 議案第35号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて説明いたします。 

 議案書５ページをお願いします。周年契約は、田7万5,986平方メートル、畑5,391平方メート

ル、合計8万1,377平方メートルで、件数は11件、筆数は28筆となっております。 

 期間借地は、田1万2,650平方メートルで、件数7、筆数7筆です。 

 内容につきましては、７ページ以降に各筆別明細をつけております。事前に議案書を送付し

ておりますので説明は省略いたします。 

 議案書10ページをごらんください。あっせんに関する所有権移転は、機構からの買入れが1件

となっております。 

 内容につきましては、次のページに記載のとおりですが、事前に議案書を送付しております

ので説明は省略いたします。以上です。 

○議長（德永） 

 ただいま議案第35号について説明をいたしました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 議案第35号は決定することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第35号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農

用地利用集積計画の決定については、計画のとおり決定いたします。 

 それでは続きまして、2．報告事項です。 

 報告事項、第１号について、事務局は説明をお願いします。 

○事務局（相地） 

 報告事項、第１号、農地法第18条第６項の規定による通知について、賃貸借解約の届出が

11件出されております。内容については、設定が8件、自作が1件、所有権移転が2件となっ

ております。以上です。 

○議長（德永） 

 ただいま報告事項、第１号について説明がありましたが、御質問をお受けします。何か御

質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問がないようですので、報告事項、第１号をこれで終わらせていただきます。 

 続きまして、報告事項、第２号について、事務局は説明をお願いします。 

○事務局（相地） 

 報告事項、第２号、使用貸借解約通知について、届出が4件出されております。内容につ

いては、設定が4件となっております。以上です。 



○議長（德永） 

 ただいま報告事項、第２号について説明がありましたが、御質問をお受けします。何か御

質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問がないようですので、報告事項、第２号をこれで終わらせていただきます。 

 これをもちまして、本日の日程が全て終了いたしましたので、閉会とさせていただきます。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 


